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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１０月１日 ０１時３４分ごろ 

発生場所 三重県志摩市大王埼南東方沖 

 大王埼灯台から真方位１１５°４.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１４.６′ 東経１３６°５９.０′） 

事故の概要  コンテナ専用船 S I T C
エスアイティーシー

 INCHON
イ ン チョ ン

は、北東進中、また、ロールオ

ン・ロールオフ貨物船豊徳
ほうとく

丸は、SITC INCHON の右舷側から追越し

中、両船が衝突した。 

SITC INCHON は、右舷船首部外板に破口を伴う曲損等を生じ、ま

た、豊徳丸は、左舷船尾部外板に破口を伴う曲損等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年１０月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ専用船 SITC INCHON（中華人民共和国香港特別行政区

籍）、１３,２６７トン 

９２５８８５６（ＩＭＯ番号）、SITC INCHON SHIPPING COMPANY 

LIMITED 

１６１.８５ｍ×２５.６０ｍ×１２.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１１,４４０kＷ、２００１年１１月 

Ｂ ロールオン・ロールオフ貨物船 豊徳丸、１２,６９０トン 

１４０３８２、日徳汽船株式会社 

１６５.００ｍ×２７.６０ｍ×１８.９３ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１１,９３５kＷ、平成１８年８月１０日 

（写真１ 参照） 
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写真１ Ｂ船の外観 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） ３６歳 

船長免状（中華人民共和国発給） 

交付年月日 ２０２２年６月７日 

          （２０２７年６月７日まで有効） 

  航海士Ａ（中華人民共和国籍） ３１歳 

航海士免状（中華人民共和国発給） 

交付年月日 ２０２０年７月８日 

（２０２５年７月８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６８歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５４年６月８日 

免 状 交 付 年 月 日 令和元年１２月２７日 

免状有効期間満了日 令和７年１月２３日 

航海士Ｂ ４２歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２５年１１月２１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成３０年１１月１６日 

免状有効期間満了日 令和５年１１月２０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に破口を伴う曲損等（写真２、写真３参照） 
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  写真２ Ａ船の右舷船首部①  写真３ Ａ船の右舷船首部② 

 

Ｂ 左舷船尾部外板に破口を伴う曲損等（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真４ Ｂ船の左舷船尾部（Ｂ船船舶所有者回答書より引用） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：波向 東、波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船尾船橋型の船舶（以下「船尾船橋船」という。）で、船

長Ａ及び航海士Ａほか１９人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、

総重量６,８２３ｔのコンテナを積載し、愛知県名古屋港に向け、 

２０２２年９月２８日０７時４５分（現地時）ごろ中華人民共和国山

東省青島港を出港した。 

 Ａ船は、大王埼南南西方沖において、１０月１日０１時ごろ航海士

Ａ及び甲板手１人が航海当直につき、約１３.６ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵によって北東進した。 

航海士Ａは、０１時１０分ごろ、レーダーで右舷船尾方約１.９Ｍ

にＢ船の映像を認め、自動衝突予防援助装置（以下「ＡＲＰＡ」とい

う。）でＢ船を捕捉し、Ｂ船の動的情報を見て、Ｂ船の速力がＡ船の

速力より速いことを確認した。 

航海士Ａは、Ｂ船が追越し船で、Ａ船が保持船であるので、Ａ船が

針路及び速力を保持して航行すれば、Ｂ船が適切な距離を保ってＡ船
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の右舷方を無難に追い越すと思い、同じ針路及び速力で航行を続けて

いたところ、大王埼南東方沖において、Ｂ船が右舷船首方至近とな

り、衝突の危険を感じたものの、どうすることもできなかった。 

Ａ船は、０１時３４分ごろ、０４５°（真方位、以下同じ。）の船

首方位及び約１３.３kn の速力で、右舷船首部とＢ船の左舷船尾部と

が衝突した。 

 Ｂ船は、船首船橋型の船舶で、船長Ｂ及び航海士Ｂほか１１人が乗

り組み、車両等１,９４６台を積載し、名古屋港に向け、９月３０日

１１時２５分ごろ岡山県倉敷市水島港玉島地区を出港した。 

 航海士Ｂは、大王埼南西方沖において、２３時４５分ごろ昇橋し、

前任の航海当直者から、船長の指示として、入港時刻に合わせ、主機

テレグラフのノッチを９.２（主機の最大出力の約７０％）として減

速したまま航行するよう引継ぎを受け、甲板手１人と共に、１日 

００時からの航海当直につき、約２０.８kn の速力で、自動操舵に 

よって北東進した。 

 航海士Ｂは、００時３０分ごろ、レーダーで左舷船首方約５.４Ｍ

にＡ船の映像を認め、ＡＲＰＡでＡ船を捕捉し、Ａ船の動的情報を見

て、Ａ船の速力がＢ船の速力より遅いことを確認したのち、ロスト 

ターゲット等のアラーム音が煩わしかったので、ＡＲＰＡのＡ船の捕

捉を解除した。 

 航海士Ｂは、自船より遅い船尾船橋船を追い越す場合、総じて船尾

船橋船との速力差が大きいので、船橋が並んだ頃に針路を戻せば衝突

することはないと思っており、ふだんから、針路を変えて船尾船橋船

を追い越し、自船の船橋が船尾船橋船の船橋を通過した頃、緩やかに

針路を戻し始め、船尾船橋船の船首方至近を通過していた。 

 航海士Ｂは、大王埼南東方沖の変針場所付近に至り、変針すること

とし、Ａ船の船橋が左舷正横方約０.５Ｍとなり、追越しを完全に終

えていなかったものの、Ａ船が船尾船橋船であったので、ふだんと同

じように針路を変えれば、無難にＡ船の船首方を通過できると思い、

０１時２９分ごろ、手動操舵に切り替えて左舵３°とし、船首方位を

Ａ船の前路に向く００７°とするよう甲板手に指示した。 

 航海士Ｂは、０１時３１分ごろ操舵室後部の海図室で変針記事を記

載したのち、操舵室の外に出てＡ船の様子を確認し、Ａ船との距離が

近いと感じたものの、ぎりぎりでも船首方を通過できると思い、 

０１時３２分ごろ操舵室に戻り、甲板手から船首方位が００７°と 

なった旨の報告を受け、自動操舵に切り替えるよう指示し、北北東進

を始めた。 

 Ｂ船は、同じ針路及び速力で航行を続け、００７°の船首方位及び

約１８.５kn の速力で、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、報告を受けて昇橋し、Ｂ船の状況を確認させ、Ｂ船が負
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傷者もなく自力航行が可能なことを確認し、ＶＨＦ無線電話装置（以

下「ＶＨＦ電話」という。）でＡ船の状況を確認させて負傷者等がな

いことを確認したのち、０２時０４分ごろ海上保安庁に本事故の発生

を通報し、指示を受け、三重県鳥羽市答志
と う し

島沖に投錨した。 

 Ａ船は、本事故発生後すぐに左転し、損傷状況を調べ、ＶＨＦ電話

でＢ船の状況を確認したのち、０２時０６分ごろＶＨＦ電話で海上保

安庁に本事故の発生を通報し、指示を受け、答志島沖に投錨した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ*1記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表３ Ｂ船のＶＤＲ*2による音声等の

情報及び写真５～写真１１ Ｂ船のレーダー画像 参照） 

 その他の事項  航海士Ｂは、本事故の発生前に、Ａ船から汽笛等の警告信号を受け

ておらず、ＶＨＦ電話による呼出しも受けていなかった。 

 Ｂ船のＶＤＲによる音声等の情報には、汽笛の吹鳴音及びＡ船から

のＶＨＦ電話による呼出しは記録されていなかった。 

 Ｂ船の安全管理規程等には、船舶の追越しに関し、距離等の数値的

な基準の規定がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、大王埼南東方沖において、北東進中、航海士Ａが、追越し

船であるＢ船が適切な距離を保ってＡ船の右舷方を無難に追い越すと

思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船が右舷船首方

至近となり、衝突の危険を感じたものの、どうすることもできず、Ｂ

船と衝突したものと推定される。 

 Ｂ船は、大王埼南東方沖において、北東進しながらＡ船の右舷側か

ら追越し中、航海士Ｂが、Ａ船の船橋が左舷正横方約０.５Ｍとな

り、追越しを完全に終えていなかったものの、Ａ船が船尾船橋船であ

り、ふだんと同じように針路を変えれば、無難にＡ船の船首方を通過

できると思い、左舵を取ってＡ船の前路に向かって北北東進を始めた

ことから、Ａ船と衝突したものと推定される。 

航海士Ｂは、自船より遅い船尾船橋船を追い越す場合、総じて船尾

船橋船との速力差が大きいので、船橋が並んだ頃に針路を戻せば衝突

することはないと思っていたことから、ふだんから、針路を変えて船

尾船橋船を追い越し、自船の船橋が船尾船橋船の船橋を通過した頃、

緩やかに針路を戻し始め、船尾船橋船の船首方至近を通過する操船を

 
*1  「ＡＩＳ（Automatic Identification System）」とは、船舶自動識別装置のことで、船舶の識別符号、種類、船

名、船位、針路、速力、目的地、航行状態等に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互間及び陸上局の航

行援助施設等との間で情報を交換する装置をいう。 
*2  「ＶＤＲ（Voyage Data Recorder）」とは、航海情報記録装置のことで、船位、針路、速力、レーダー情報などの

航海に関するデータのほか、ＶＨＦ電話の交信、船橋内での音声等を記録することができる装置をいう。 
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行っていたものと考えられる。 

 航海士Ｂは、主機テレグラフのノッチを９.２とし、減速して航行

していたことから、ふだんと同じようにＢ船の船橋がＡ船の船橋を通

過した頃に左舵３°として緩やかに針路を戻し始めたものの、Ａ船を

追い越すことができなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、大王埼南東方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船

がＡ船の右舷側から追越し中、航海士Ａが、追越し船であるＢ船が適

切な距離を保ってＡ船の右舷方を無難に追い越すと思い、同じ針路及

び速力で航行を続け、また、航海士Ｂが、Ａ船の追越しを完全に終え

ていなかったものの、左舵を取ってＡ船の前路に向かって航行したた

め、両船が衝突したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋航海当直者は、他船と接近する場合、自船が保持船であって

も、他船を継続して監視し、避航船が接近を続けるときは、衝突

を避けるための適切な措置を採ること。 

・船橋航海当直者は、他船を追越し中に変針場所に到達した場合、

変針場所で変針を行わず、追越しを完全に終えてから変針する

か、あらかじめＶＨＦ無線電話装置、発光信号等で他船に連絡を

取り、他船の協力を仰いでから変針すること。 

・船橋航海当直者は、他船を追い越して他船の前路に向かう場合、

自船が突然停船したとしても、他船が自力で衝突を避けることが

できるよう、十分に距離を離してから他船の前路に向かうこと。 

・船橋航海当直者は、自船と他船との速力差が大きいとしても、画

一的な操船を行わず、個別に衝突のおそれを判断し、自船の速力

を過信しないこと。 

・船橋航海当直者は、ＡＲＰＡ等の航海計器を適切に使用するこ

と。 

・船舶の運航管理者は、安全管理規程等に、船舶の追越しに関する

距離等の数値的な基準を定めることが望ましい。 
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付図１ 航行経路図 
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事故発生場所 

（令和４年１０月１日 

 ０１時３４分ごろ発生） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

船 位 船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

01:00:54 34-09-33.2 136-52-19.3 049 052.1 13.7 

01:02:07 34-09-43.8 136-52-35.2 050 051.8 13.7 

01:03:07 34-09-52.1 136-52-47.9 049 050.8 13.6 

01:04:07 34-10-00.8 136-53-00.8 051 051.8 13.6 

01:05:07 34-10-09.2 136-53-13.6 049 051.4 13.4 

01:05:57 34-10-16.3 136-53-24.0 051 052.0 13.3 

01:06:57 34-10-24.5 136-53-37.0 049 051.6 13.2 

01:07:58 34-10-32.8 136-53-49.2 050 051.4 13.3 

01:08:46 34-10-39.7 136-53-59.6 050 051.6 13.3 

01:09:57 34-10-49.6 136-54-14.4 051 051.1 13.2 

01:10:57 34-10-57.5 136-54-26.7 049 053.1 13.3 

01:11:58 34-11-06.0 136-54-39.4 050 051.4 13.2 

01:13:07 34-11-15.5 136-54-54.1 048 051.0 13.2 

01:13:57 34-11-22.6 136-55-04.3 048 050.0 13.2 

01:14:57 34-11-31.2 136-55-16.6 048 050.3 13.4 

01:15:57 34-11-39.8 136-55-29.1 048 049.2 13.4 

01:16:57 34-11-48.6 136-55-41.7 047 050.2 13.4 

01:18:08 34-11-59.4 136-55-55.8 048 048.1 13.6 

01:18:57 34-12-07.1 136-56-05.8 049 047.9 13.9 

01:19:57 34-12-16.6 136-56-18.6 047 047.7 13.9 

01:21:57 34-12-35.5 136-56-43.1 048 047.1 14.0 

01:22:57 34-12-44.9 136-56-55.4 047 047.3 13.8 

01:23:57 34-12-54.9 136-57-07.4 044 043.2 13.7 

01:24:56 34-13-04.8 136-57-18.5 046 044.0 13.7 

01:26:02 34-13-15.7 136-57-30.8 045 042.9 13.8 

01:26:57 34-13-25.0 136-57-40.9 046 042.1 13.7 

01:27:56 34-13-34.8 136-57-51.8 046 042.7 13.6 

01:28:57 34-13-44.9 136-58-02.8 044 041.0 13.5 

01:29:56 34-13-54.9 136-58-13.3 046 041.8 13.4 

01:30:57 34-14-05.4 136-58-24.3 046 040.7 13.4 

01:31:56 34-14-15.5 136-58-35.2 045 041.8 13.3 

01:32:57 34-14-25.3 136-58-45.3 046 042.3 13.2 

01:33:06 34-14-27.2 136-58-47.3 046 041.5 13.3 

01:33:16 34-14-28.8 136-58-49.1 045 041.5 13.3 
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01:33:27 34-14-30.6 136-58-51.0 045 041.0 13.4 

01:33:37 34-14-32.4 136-58-53.0 045 041.0 13.3 

01:33:44 34-14-33.6 136-58-54.2 042 041.1 13.3 

01:33:55 34-14-35.4 136-58-56.1 036 041.2 13.1 

01:34:05 34-14-36.7 136-58-57.0 037 033.6 12.9 

01:34:08 34-14-37.8 136-58-57.9 037 033.0 13.0 

01:34:12 34-14-38.2 136-58-58.1 037 031.1 12.9 

01:34:15 34-14-39.1 136-58-58.8 037 032.0 12.9 

01:34:18 34-14-39.6 136-58-59.3 037 034.6 12.9 

01:34:27 34-14-41.1 136-59-00.4 037 033.6 13.0 

01:34:36 34-14-42.5 136-59-01.6 036 031.6 13.0 

01:34:46 34-14-44.6 136-59-03.0 036 030.9 13.2 

01:34:56 34-14-46.6 136-59-04.6 036 031.7 13.1 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

(時:分:秒) 

船 位 船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

01:01:03 34-07-08.9 136-50-59.9 045 049.0 20.2 

01:02:04 34-07-22.5 136-51-17.9 041 046.0 20.1 

01:03:03 34-07-36.2 136-51-35.4 043 047.0 20.0 

01:04:03 34-07-49.6 136-51-53.5 043 048.0 20.0 

01:05:03 34-08-03.2 136-52-10.9 039 045.0 19.6 

01:06:03 34-08-16.9 136-52-27.1 043 045.0 19.3 

01:07:03 34-08-29.3 136-52-44.0 045 048.0 18.9 

01:08:03 34-08-42.3 136-53-01.3 043 047.0 19.0 

01:09:08 34-08-56.5 136-53-19.1 043 046.0 18.9 

01:10:03 34-09-08.3 136-53-34.1 043 046.0 18.9 

01:11:02 34-09-21.4 136-53-50.6 044 046.0 18.9 

01:12:02 34-09-34.6 136-54-07.0 044 045.0 18.9 

01:13:03 34-09-47.5 136-54-24.1 045 047.0 18.8 

01:14:02 34-10-00.1 136-54-40.4 044 046.0 18.9 

01:15:03 34-10-13.0 136-54-56.8 045 046.0 18.7 

01:16:03 34-10-26.1 136-55-13.6 045 046.0 18.8 

01:17:04 34-10-39.0 136-55-30.2 044 046.0 18.8 

01:18:03 34-10-52.3 136-55-46.6 045 045.0 18.9 
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01:19:03 34-11-05.3 136-56-02.8 042 045.0 18.6 

01:20:03 34-11-18.9 136-56-17.6 039 041.0 18.5 

01:21:03 34-11-33.2 136-56-32.7 041 041.0 18.7 

01:22:03 34-11-46.9 136-56-47.6 042 042.0 18.6 

01:23:03 34-12-01.0 136-57-02.9 041 042.0 18.6 

01:24:03 34-12-14.9 136-57-17.9 042 041.0 18.7 

01:25:03 34-12-28.5 136-57-32.8 043 042.0 18.5 

01:26:09 34-12-44.0 136-57-49.4 043 041.0 18.4 

01:27:03 34-12-56.0 136-58-02.6 043 042.0 18.3 

01:28:03 34-13-09.8 136-58-17.9 044 042.0 18.3 

01:29:03 34-13-23.4 136-58-32.7 043 041.0 18.3 

01:29:09 34-13-24.8 136-58-34.1 043 041.0 18.3 

01:29:21 34-13-27.6 136-58-37.1 043 041.0 18.3 

01:29:27 34-13-29.0 136-58-38.6 043 041.0 18.3 

01:29:33 34-13-30.4 136-58-40.0 043 041.0 18.3 

01:29:46 34-13-33.2 136-58-42.9 042 040.0 18.3 

01:29:52 34-13-34.6 136-58-44.3 041 040.0 18.3 

01:29:58 34-13-36.0 136-58-45.7 040 039.0 18.3 

01:30:03 34-13-37.3 136-58-46.7 038 038.0 18.2 

01:30:09 34-13-38.7 136-58-48.0 037 037.0 18.2 

01:30:22 34-13-42.4 136-58-50.6 032 033.0 18.1 

01:30:25 34-13-43.1 136-58-51.1 030 032.0 18.1 

01:30:27 34-13-43.7 136-58-51.4 029 031.0 18.1 

01:30:31 34-13-44.8 136-58-52.0 028 030.0 18.0 

01:30:33 34-13-45.4 136-58-52.3 027 029.0 18.0 

01:30:35 34-13-45.9 136-58-52.5 026 028.0 18.0 

01:30:40 34-13-47.3 136-58-53.2 024 026.0 18.0 

01:30:43 34-13-48.2 136-58-53.5 022 025.0 17.9 

01:30:45 34-13-48.8 136-58-53.6 021 024.0 17.9 

01:30:47 34-13-49.3 136-58-53.8 020 023.0 17.9 

01:30:49 34-13-49.9 136-58-54.1 019 022.0 17.8 

01:30:51 34-13-50.5 136-58-54.2 019 021.0 17.8 

01:30:53 34-13-51.1 136-58-54.4 018 020.0 17.8 

01:30:55 34-13-51.7 136-58-54.5 017 019.0 17.8 

01:30:57 34-13-52.3 136-58-54.7 017 018.0 17.8 

01:30:59 34-13-52.9 136-58-54.8 016 018.0 17.8 

01:31:01 34-13-53.5 136-58-55.0 015 017.0 17.8 
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01:31:03 34-13-54.1 136-58-55.0 015 016.0 17.8 

01:31:05 34-13-54.7 136-58-55.1 014 015.0 17.8 

01:31:07 34-13-55.3 136-58-55.3 013 015.0 17.9 

01:31:09 34-13-55.9 136-58-55.4 013 014.0 17.8 

01:31:11 34-13-56.4 136-58-55.4 013 013.0 17.8 

01:31:13 34-13-57.0 136-58-55.5 012 012.0 17.9 

01:31:17 34-13-58.2 136-58-55.7 011 011.0 17.8 

01:31:19 34-13-58.8 136-58-55.7 011 010.0 17.9 

01:31:23 34-14-00.1 136-58-55.9 010 009.0 17.9 

01:31:27 34-14-01.3 136-58-56.0 009 008.0 18.0 

01:31:33 34-14-03.1 136-58-56.2 009 007.0 18.0 

01:31:39 34-14-04.9 136-58-56.3 008 006.0 18.0 

01:31:45 34-14-06.7 136-58-56.4 008 005.0 18.1 

01:31:51 34-14-08.6 136-58-56.5 008 004.0 18.2 

01:31:58 34-14-10.4 136-58-56.6 008 004.0 18.3 

01:32:02 34-14-11.9 136-58-56.7 007 003.0 18.3 

01:32:08 34-14-13.7 136-58-56.8 007 003.0 18.2 

01:32:22 34-14-17.8 136-58-57.1 007 003.0 18.4 

01:32:27 34-14-19.3 136-58-57.1 008 003.0 18.5 

01:32:33 34-14-21.2 136-58-57.3 007 003.0 18.4 

01:32:40 34-14-23.3 136-58-57.4 008 002.0 18.4 

01:32:45 34-14-24.9 136-58-57.5 007 003.0 18.5 

01:32:52 34-14-27.4 136-58-57.7 008 002.0 18.5 

01:33:03 34-14-30.8 136-58-58.0 008 003.0 18.5 

01:33:10 34-14-33.0 136-58-58.1 008 003.0 18.6 

01:33:22 34-14-36.4 136-58-58.5 008 004.0 18.5 

01:33:27 34-14-38.2 136-58-58.6 008 003.0 18.5 

01:33:33 34-14-40.1 136-58-58.8 008 003.0 18.6 

01:33:40 34-14-42.2 136-58-59.0 008 003.0 18.6 

01:33:45 34-14-43.7 136-58-59.1 007 003.0 18.5 

01:33:51 34-14-45.5 136-58-59.2 000 002.0 18.3 

01:33:55 34-14-46.7 136-58-58.9 359 359.0 18.2 

01:33:57 34-14-47.3 136-58-58.7 357 358.0 18.2 

01:33:59 34-14-47.9 136-58-58.6 357 357.0 18.1 

01:34:01 34-14-48.5 136-58-58.5 355 357.0 18.1 

01:34:02 34-14-48.8 136-58-58.4 355 357.0 18.1 

01:34:05 34-14-49.7 136-58-58.3 354 355.0 18.0 
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01:34:07 34-14-50.3 136-58-58.1 354 355.0 18.0 

01:34:09 34-14-50.9 136-58-58.0 354 354.0 17.9 

01:34:11 34-14-51.5 136-58-57.8 354 353.0 17.9 

01:34:13 34-14-52.0 136-58-57.7 353 353.0 17.9 

01:34:17 34-14-53.2 136-58-57.4 353 352.0 18.0 

01:34:19 34-14-53.9 136-58-57.2 353 352.0 18.0 

01:34:21 34-14-54.5 136-58-57.1 353 351.0 18.1 

01:34:23 34-14-55.1 136-58-57.0 353 351.0 18.1 

01:34:27 34-14-56.3 136-58-56.7 353 351.0 18.1 

01:34:34 34-14-58.1 136-58-56.3 354 351.0 18.1 

01:34:40 34-14-59.9 136-58-56.0 356 351.0 18.2 

01:34:46 34-15-01.7 136-58-55.7 358 351.0 18.3 

01:34:52 34-15-03.5 136-58-55.5 359 353.0 18.3 

01:34:58 34-15-05.4 136-58-55.4 001 354.0 18.2 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 

 

付表３ Ｂ船のＶＤＲによる音声等の情報 

時  刻 

(時:分:秒) 

音  声  等 

01:29:26 「ハンドにしてください」 

01:29:28 『カチッ』 

01:29:29 「（不明瞭）しました」 

01:29:30 「はい。ポート３°」 

01:29:31 「ポート（不明瞭）」 

01:29:34 「ポート３°サー」 

01:29:50 「（不明瞭）７°まで」 

01:29:52 「（不明瞭）７°まで」 

01:31:32 『ザー』 

01:31:37 『ガタン』 

01:31:44 『ザー』 

01:31:48 『ガタン』 

01:32:09 「７°サー」 

01:32:10 「はい オートに（不明瞭）」 

01:32:12 『カチッ』 

01:32:13 「７°にセットしました」 

01:33:42 『ザー』 

01:33:55 『アラーム音（電子）』 

01:34:06 『電話のベル』 
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写真５ Ｂ船のレーダー画像（０１時２９分２７秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ Ｂ船のレーダー画像（０１時３１分２７秒） 
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写真７ Ｂ船のレーダー画像（０１時３１分４２秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真８ Ｂ船のレーダー画像（０１時３２分１２秒） 
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写真９ Ｂ船のレーダー画像（０１時３３分２７秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１０ Ｂ船のレーダー画像（０１時３３分４２秒） 
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写真１１ Ｂ船のレーダー画像（０１時３３分５７秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


